
江東区介護事業所職員家賃支援事業補助金交付要綱 

令和 年 月 日 

７江福地第 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区（以下「区」という。）内において介護サービス

事業所等を運営する法人に対し、介護サービス事業所等に勤務する職員の家

賃等の費用の一部を補助することにより、介護サービスに従事する人材の確

保及び定着を図ることを目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、区内において別表に掲げる介護サービス事業所等を運

営する法人（以下「補助対象法人」という。）とする。 

（補助対象職員） 

第３条 補助対象職員は、補助対象法人に直接雇用され、当該補助対象法人が

運営する区内の介護サービス事業所等に勤務する者であって、次に掲げる要

件を全て満たすものとする。 

(1) 令和３年４月１日以後に補助対象法人において雇用を開始し、その雇用

開始日における年齢が３４歳以下の者 

(2) 期間の定めのない労働契約を締結している者 

(3) 所定労働時間又は実労働時間が週２０時間以上又は月８０時間以上であ

る者 

(4) 補助対象法人の役員ではない者 

（補助対象住居） 

第４条 補助対象住居は、補助対象職員の名義で賃貸借契約を締結し、次条

の補助対象経費を当該補助対象職員が支払っている賃貸住宅であって、当

該住宅の所在地が当該補助対象職員の住所として住民基本台帳に記録され

ているものとする。ただし、補助対象法人、補助対象法人の役員及びその

親族並びに補助対象職員及びその親族が所有する住居を除く。 

２ 補助対象法人は、第９条の規定による交付申請を行う場合は、補助対象住

居が前項に定める要件に該当しないことを事前に確認しなければならない。 

（補助対象経費） 



第５条 補助対象経費は、第９条の規定による交付申請を行う年度に要する賃

借料、共益費、管理費その他区長が適当と認める経費とする。 

（家賃手当） 

第６条 補助対象法人は、本補助金を活用するに当たり、第１０条の規定によ

る交付決定（以下「交付決定」という。）後、当該交付決定のあった年度内

に補助対象職員へ本補助金を活用した家賃手当（以下「家賃手当」という。）

を支給しなければならない。 

２ 補助対象法人は、本補助金を活用するに当たり、補助対象法人が独自に支

給する住宅手当と家賃手当とを明確に区別し、給与明細に記載するものとす

る。ただし、給与明細への記載が困難な場合は、別途書面により補助対象職

員に通知することができる。 

３ 家賃手当の支給は、毎月行うものとし、交付決定後の給与支払時に当該年

度の未支給分を併せて支給することができる。 

（補助対象期限等） 

第７条 補助対象期限は、同一の補助対象職員につき、第９条の規定により交

付申請を行った補助対象法人が最初に給与を支給した月（以下「給与支給月」

という。）を１月目とし、当該月から起算して７２月目を限度とする。ただ

し、インターンシップその他の実習の期間に係る給与支給月は、補助対象期

限の月数に含めないものとする。 

２ 補助対象職員が過去に他の補助対象法人において家賃手当を受給していた

場合は、当該家賃手当を最初に支給した補助対象法人における最初の給与支

給月を起算月とする。 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とし、予算の

範囲内で交付する。 

(1) 補助対象月に係る補助対象経費の実支出額から補助対象法人が独自に支

給する住宅手当、他の地方公共団体が支給する家賃助成等を控除して得た

額に２分の１を乗じて得た額（各月ごとに１，０００円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てる。）の合計額 

(2) 補助対象月数に２０，０００円（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）



第２４４条の２第３項に規定する指定管理者に管理を行わせる施設にあっ

ては、１０，０００円）を乗じて得た額 

（交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江

東区介護事業所職員家賃支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 家賃支援計画一覧表（別記第２号様式） 

(2) 補助対象職員が記載された勤務形態一覧表等 

(3) 補助対象職員の名義の賃貸借契約書の写し 

(4) 補助対象職員の雇用開始年月日が記載された雇用証明書 

(5) 補助対象職員申告書（別記第３号様式） 

(6) 補助対象職員の住民票の写し 

(7) 申請者が運営する介護サービス事業所等を確認することができる書類 

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第１０条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは江東区介護事業所職員家賃支援事業補助金交付決定通知

書（別記第４号様式）により、不適当と認めるときは江東区介護事業所職員

家賃支援事業補助金交付申請却下通知書（別記第５号様式）により、速やか

に申請者に通知する。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。 

（取下げ） 

第１１条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不

服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知

を受けた日から１４日以内に、江東区介護事業所職員家賃支援事業補助金交

付申請取下書（別記第６号様式）を区長に提出するものとする。 

（変更等の申請及び承認） 

第１２条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区介護

事業所職員家賃支援事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（別記第７号



様式）により区長に申請し、その承認を得なければならない。 

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき（ただし、軽微なものを除

く。）。 

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、江東区介護事業所職員家賃支援事業補助金変更（中止・廃

止）承認通知書（別記第８号様式）により、補助事業者に通知するものとす

る。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、交付決定を受けたとき（前条第２項の規定により変

更の承認を得たときを含む。）は、当該年度の終了後１０日以内に、江東区

介護事業所職員家賃支援事業補助金実績報告書（別記第９号様式）に次に掲

げる書類を添えて、区長に報告するものとする。 

(1) 家賃支援実績一覧表（別記第１０号様式） 

(2) 補助対象職員の給与明細又は賃金台帳等 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１４条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実

績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助

対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合する

ものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区介護事業所職

員家賃支援事業補助金交付額確定通知書（別記第１１号様式）により、補助

事業者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第１５条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区

介護事業所職員家賃支援事業補助金交付請求書（別記第１２号様式）により、

区長に補助金を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者

に対し、速やかに補助金を支払う。 

（交付決定の取消し） 



第１６条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、江東区介護事業所職員家賃支援事業補助金交付決定取消通知書（別

記第１３号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、第１４条の規定により交付すべき補助金の額の確定があ

った後においても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１７条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助

金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

に定めるところによる。 

（関係書類等の整理保存） 

第１８条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿

を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を

当該補助対象事業が完了した日（補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た

場合にあっては、その承認を得た日）の属する会計年度の終了後５年間保存

しなければならない。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事業所、施設等の種別 



訪問介護事業所 

訪問入浴介護事業所 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

居宅療養管理指導事業所 

通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

短期入所生活介護事業所 

短期入所療養介護事業所 

特定施設入居者生活介護事業所 

福祉用具貸与事業所 

特定福祉用具販売事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 

居宅介護支援事業所 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

  


